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注意事項 

本助成金事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30

年法律第 179号)」）により、不正の手段により助成金の交付を受け、または他

の用途への使用をした者には、交付の取り消しや返還命令が行われ、また場合

によっては刑事罰が科されます。  
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＜制度の概要＞ 

１．趣旨 

JICA はその前身である海外移住事業団の時代から、移住者及び日系人の皆

様の定着及び生活の安定を支援するため、医療・高齢者福祉・日本語教育・文

化・営農事業に対する助成金交付、専門家や海外協力隊の派遣、研修を通じた

支援をしてきました。 

現在、日本では、2011 年の原子力災害からの復興・再生に不可欠な廃炉・

汚染水・処理水対策を進めており、これを遅延させないためには、ALPS 処理

水の海洋放出を着実に進める必要があります。また、同時に、ALPS 処理水の

海洋放出によって日本産食品への規制撤廃・緩和の流れが影響を受けることを

避け、放出のプロセスにおいて国際社会における日本への信頼が損なわれない

ことも確保する必要があります。 

本事業は、国際社会における正しい日本理解を促進するため、中南米の日系

社会との連携により、日本食をはじめとした日本文化、冷凍水産物等の日本産

品や優れた技術等の日本理解を促進するとともに、日本の経済及び地域活性化

に貢献することを目的として募集するものです。 

具体的には以下の取り組みを支援します。 

（１） 日本への連携調査団の派遣 

日本の現場等の視察、地方自治体や地元企業等の関係者との協議を通じて、

日系社会と日本の地方の間でのさらなる連携強化を図り、日本理解の促進や

経済的な結びつきにつなげることを目指す。 

 

（２） 日本からの中南米への有識者・事業者等の招へい 

中南米地域のニーズなどの理解や日本の技術等の発信を通じて、日系社会と

日本の地方の間でのさらなる連携強化を図り、日本理解の促進や経済的な結

びつきにつなげることを目指す。 

 

（３）日本企業製品の調達   

中南米地域で普及可能性が見込まれる日本企業製品（冷凍水産物等の食品・

機材・コンテンツ等）を調達し、申請団体での活用やイベント・講習会の実

施等を通じて普及促進を図る。対象となる製品は、水産物にとどまらず、農

業用資材その他、日本各地の中小企業等の技術力を活かした製品を想定して

おり、この取り組みを通じて日本の地域及び地域経済活性化に貢献すること

を目指す。 

 

（４）イベント・講習会等の実施、コンテンツ作成・配信等 
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日本企業製品の PR、日本祭りや日本料理講習会など申請団体が行うイベン

ト・講習会等の実施、動画などのコンテンツ作成・配信を通じて、正しい日

本理解が促進されることを目指す。 

 

２．助成対象者 

原則として移住者により構成された法人格を有する公益団体（団体の運営或

いは事業の対象者が概ね日系 3世までであること）。 

 

３．助成事業の要件 

・当該事業の目的が助成金の交付により円滑に達成されると認められること。 

・当該事業の計画及び方法が目的を達成するために適切であること。 

・当該事業の予想される成果が特定の者の利益にのみ寄与するものでないと 

認められること。 

・当該事業が営利を目的とするものでないこと。 

 

４．事業の実施期間 

交付決定日から、原則として 2027 年 3 月末まで（期限までに納入・支払い

が完了するもの）。 

 

５．助成対象となる経費 

・活動毎の対象となる経費は、「助成金対象事業一覧」のとおりです。なお、

対象経費であっても、助成金交付決定日前に支出された経費は自己負担とな

ります。 

・助成金交付事業は、申請団体が主体的に実施する事業を JICA が助成するも

のであることから、申請団体には一定の負担を求めます。 

 

６．助成額等 

・申請時に提出される事業実施計画書・収支計画書について、本事業の趣旨や

要件など当該申請に係る事項を審査し、令和 5（2023）年度補正予算の範囲内

において助成金交付の可否について決定を行います。 

・助成金交付決定を行う場合において、適正な交付を行うために必要があると

きは、当該申請に係る事項について修正又は変更を加える場合があります。 

・事業内容毎の助成率及び上限額は、「助成金対象事業一覧」のとおりです。 

 

７．申請手続き 

（１）申請書締切・交付決定日 
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申請書締切日 2024年 1月 31日以降、毎月末 

交付決定日 申請書受領月の翌月末（予定） 

・予算額に応募が達した場合は、申請書締切日前であっても募集を締め切り

ます。 

・同じ内容を複数年度実施する場合も、毎年度の申請が必要です。 

 

（２）提出書類 

助成を希望する場合は、JICA在外事務所に以下の書類を提出してださい。 

① 助成金交付申請書 

② 事業実施計画書 

③ 収支計画書 

④ 事業別収支計画書 

⑤ 助成申請者の事業概要、定款及び法人格を有することを証明するか又は

確認できる文書の写（既に提出済みの団体も変更があった場合には再提

出が必要） 

⑥ 見積書、カタログ、設計図又は仕様書等積算の根拠を示すものの写 

   

８．助成金の支払い 

・助成金交付決定後、助成金交付決定通知書（9～10ページ参照）に記載された

交付決定の内容及びこれに付された条件を了承する場合は、JICA の定める期

限までに助成金支払申請書を提出してください。助成金支払申請書を審査し、

その内容が正当であることを確認したうえで助成金を支払います。 

・概算払いも可能ですが、長期間にわたる事業は、進捗に応じた部分払いとし 

ます。 

・毎年 3月末までに、当該年度の経費について精算を行います。 

 

９．事業報告・精算 

事業完了日から 2 ヶ月以内に当該事業の成果を記載した事業報告書、会計報

告書、事業別会計報告書を提出してください。ただし、毎年 3 月末までに当

該年度分報告書に基づく精算を行いますので、遅くとも毎年 3月の JICA在外

事務所が指定する期日までに当該年度分の暫定版を提出し、会計手続きを確

認してください。 

 

１０．注意事項 

（１）本助成金事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭

和 30年法律第 179号)」）により、不正の手段により助成金の交付を受け、ま
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たは他の用途への使用をした者には、交付の取り消しや返還命令が行われ、

また場合によっては刑事罰が科されます。 

（２）本助成金事業は、「移住者の団体に対する助成金交付基準 (平成 17 年 3

月 28 日細則(中)第 7 号)」に基づき、JICA の予算の範囲内において実施する

ものです。 
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＜提出書類＞ 

原則、日本語または英語で記載してください。ポルトガル語またはスペイン語

で記載することも可能ですが、その場合は、日本語または英語の翻訳（機械翻

訳可）を添付してください。 

提出時期 書類 様式 

申請時 助成金交付申請書 所定様式 

事業実施計画書 任意様式 

収支計画書 所定様式 

事業別収支計画書 任意様式 

助成申請者の事業概要、定款及び法人格を有

することを証明するか又は確認できる文書

の写（既に提出済みの団体も変更があった場

合には再提出が必要） 

― 

見積書、カタログ、設計図又は仕様書等積算

の根拠を示すものの写 

― 

助成金交付決定通知

書受領後 

助成金支払申請書 所定様式 

事業が 3 ヶ月以上に

わたる場合  

遂行状況報告書 所定様式 

事業実施中に大幅な

変更が生じる場合 

変更承認申請書 所定様式 

事業完了日から 2 ヶ

月以内 

事業報告書 所定様式 

会計報告書 所定様式 

事業別会計報告書 任意様式 

助成対象事業を何ら

かの都合で中止(又

は廃止)する場合 

中止(又は廃止)報告書 所定様式 

助成対象事業が予定

の期間内に完了しな

い場合 

遅延報告書 所定様式 

申請時提出書類と事業完了時提出書類の対応関係 

<申請時提出書類>           <事業完了時提出書類> 

助成金交付申請書/事業実施計画書 ⇒ 事業報告書 

収支計画書            ⇒ 会計報告書 

事業別収支計画書         ⇒ 事業別会計報告書 
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＜申請から事業完了までの流れ＞ 

(1) 事前協議 (2) 申請書提出 (3) 申請書類の審査 

 

 

 

事業の目的、効果、コストの妥当性な

どについて、JICA在外事務所と充分協

議し、申請書を作成します。 

すべての書類を JICA在外事務所に提出

します。 

JICAで書類の審査を行います。不明点がある場合

は、申請団体に照会します。 

(4) 交付決定 
(5) 助成金支払申請書の

提出・支払 
(6) 事業実施 

 
  

JICA 本部で助成金の交付を決定した

場合は、JICA在外事務所経由で助成金

交付決定通知書が送付されます。 

交付の決定の内容及びこれに付された

条件を了承する場合は、助成金支払申請

書をJICA在外事務所に提出します。JICA

在外事務所の審査・確認後、助成金が支

払われます。 

事業計画に従い、事業を実施します。事業実施中

に何らかの変更が生じるときは、必ずJICA在外事

務所に相談してください。大幅な変更に該当する

場合は、変更承認申請書を提出します。 

(7) 報告書の作成・提出 (8) 報告書のチェック （9）立入検査 

   

事業完了後 2 ヶ月以内に事業報告書、

会計報告書、事業別会計報告書を提出

します。精算のため、遅くとも毎年 3

月の JICA在外事務所の指定する期日ま

でに暫定版を提出し、会計手続きを確

認してください。 

毎年 3 月末までに、報告書に基づく精

算を完了します。 

JICA が報告書のチェックを行います。

不明点がある場合は、申請団体に照会し

ます。 

助成事業の適正な遂行を確認するため、必要があ

るときは、JICAは助成を受けた団体・人物に対し

て報告を求め、又は JICA役職員にその事務所等に

立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査するこ

とがあります。 
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様式第 3号                        JICA(5R)第 -   号 

 年  月  日  

団 体 名  

代表者名        様 

独立行政法人国際協力機構

理事長       

 

助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

  年  月  日付で助成金交付申請のあった事業について、移住者の団

体に対する助成金交付基準（2005年（平成 17 年）細則（中）第 7号）第 5条の

規定に基づき助成金を下記のとおり交付することを決定しましたので、同第 7

条の規定により通知いたします。 

記 

 

1 事業名（内訳） 

2 助成金額（現地通貨） 

3 助成金交付時期 

4 助成金交付条件 

（1）助成金を助成対象事業以外の用途に使用しないこと。 

（2）助成対象事業の内容の変更（機構の定める軽微なものを除く。）をしよう

とする場合には、予め機構に申請し、その承認を受けること。 

（3）助成対象事業に要する経費（助成金に係る部分に限る。）の配分の変更（機

構の定める軽微なものを除く。）をしようとする場合には、予め機構に

申請し、その承認を受けること。 

（4）助成対象事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに機構に報告す

ること。 

（5）助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難とな

った場合には、速やかに機構に報告すること。 

（6）助成対象事業に関して、次の報告を機構に対して行うこと。 

ア 助成対象事業が 3 箇月以上に亘る場合 3 箇月ごとに当該事業の遂行

状況及びその評価に関する報告書 

イ 助成対象事業が完了したとき 完了の日から2箇月以内に当該事業の

成果を記載した事業報告書、会計報告書及び関係資料 
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  (7) 助成対象事業が助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従 

って遂行されていないと機構が認め、これらに従って当該事業を遂行する 

よう指示する場合には、この指示を誠実に遵守して、当該事業の遂行に当 

たること。 

（8）機構が助成対象事業の実施の状況に関する調査を行う場合には、これに

応じること。 

（9）次の各号の一に該当する場合には、助成対象事業の遂行の途中又は終了

後において、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消されることが

あること。 

ア 助成金の交付の申請について不正の事実があった場合 

イ 助成対象事業を中止した場合 

ウ 助成対象事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合 

エ 助成対象事業として適格性を欠くに至った場合 

オ 助成対象事業の遂行が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した

条件に著しく違反していると認められる場合 

カ 上記(7)の指示または(8)の調査を正当な理由なく拒み、妨げ、もし

くは忌避した場合 

キ その他機構の規程に定めるところに違反していると認められる場合 

（10）助成対象事業が完了し、不用額が生じた場合及び機構が助成金の交付の

決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分

の助成金が既に支払われているときは、機構が定める期限までに当該支

払われた助成金を返還すること。この場合、別に定める加算金（交付決

定取消しの場合）及び延滞金を付されることがあること。 

（11）助成金によって取得した財産を機構の承認を受けないで助成の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。 

 

5 助成金支払申請書の提出 

助成金の交付の決定の内容及びこれに付された条件を了承される場合は、速

やかに助成金支払申請書を提出してください。  

 

6 証憑の保管・管理 

会計報告書の各費目にかかる支出の証憑書類の原本は、機構からの要求があ

った時は遅滞なく提示できるように、貴団体の規定に基づき保管・管理して

ください。貴団体の保管期間が 10年未満であり、期間満了後に貴団体による

保管ができないときは、期間満了の際に当該証憑書類を機構に提出してくだ

さい。                                                       以上 


